
　
少
子
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障
費
の
増
加

や
老
朽
化
す
る
公
共
施
設
の
更
新
な
ど
、
厳

し
さ
を
増
す
行
政
環
境
に
適
切
に
対
処
し
な

け
れ
ば
、
近
い
将
来
、
現
行
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
さ
え
困
難
に
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
各
自
治
体
と
も

対
策
は
急
務
で
す
。

　
足
立
区
で
は
、
全
国
で
初
め
て
平
成
18
年

度
に
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
推
進
条
例

（
市
場
化
テ
ス
ト
条
例
）」
を
制
定
し
、
先
進

的
な
取
組
や
積
極
的
な
改
革
を
通
じ
て
、
業

務
効
率
や
区
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
実
現
し

て
き
ま
し
た
。

　

一
例
と
し
て
、
昭
和
57
年
（
５
８
５
３

人
）
か
ら
平
成
25
年
（
３
４
３
８
人
）
に
か

け
て
職
員
定
数
を
２
４
０
０
人
以
上
削
減
。

そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、
人
口
１
０
０
０
人

あ
た
り
の
職
員
数
は
、
東
京
23
区
中
で
最
も

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
、
指※

１

定
管
理
者
制

度
の
導
入
や
、
退
職
し
た
技
能
労
務
系
職
員

の
定
数
は
補
充
し
な
い
こ
と
で
削
減
を
図
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
委
託
の
対
象
は
、
単

純
定
型
業
務
や
技
能
系
業
務
が
中
心
で
、
す

で
に
委
託
で
き
る
業
務
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

委
託
し
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
定
数
削
減
が
近

足
立
区
の
試
み

「
専
門
定
型
業
務
の
外
部
化
」

９月６日の定例記者会見で「国民健康保険業務、会計
管理業務の外部化」を発表する近藤やよい足立区長

第11回
足立区

足立区の区政改革への挑戦
〜業務外部化でめざす、区民サービス向上とコスト削減〜

足立区では、「専門定型業務の外部化」という困難な改革に挑戦することで、
区民サービス向上と財政支出の削減を図ろうとしています。

最初に外部化が行われるのが国民健康保険業務と会計管理業務です。
こうした業務の外部化によってどういったメリットがあるのか、

削減したコストをどのように区政の将来展望につなげていくのかを取り上げます。
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テ
ー
マ
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

限
り
あ
る
資
源
を
効
率
的
、
効
果
的
に
活
用

す
る
た
め
で
す
。

公
共
サ
ー
ビ
ス
研
究
会
と
は

　

足
立
区
で
は
、「
専
門
定
型
業
務
の
外
部

化
」
を
図
る
前
に
、
行
財
政
改
革
の
新
た
な

方
策
を
考
え
よ
う
と
、
平
成
24
年
７
月
に
全

国
の
区
市
町
村
に
参
加
を
呼
び
か
け
、
任
意

い
将
来
、
頭
打
ち
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

ま
す
。

　
今
後
は
、
従
来
型
の
行
革
手
法
を
見
直
し
、

自
治
体
が
持
つ
業
務
領
域
を
整
理
し
て
い
か

な
け
れ
ば
、
こ
れ
以
上
、
区
政
改
革
を
進
め

る
こ
と
は
困
難
な
状
況
で
す
。

　
そ
こ
で
足
立
区
は
、
ま
ず
、
職
員
の
業
務

量
の
低
減
と
区
民
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
を
図
る

た
め
、
平
成
25
年
６
月
か
ら
、
全
国
の
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
各
種
証
明
書
が
取
得

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
26
年
１
月
か
ら
戸
籍
住
民
課
と
区
民
事

務
所
（
出
張
所
）
の
窓
口
を
一
部
統
合
し
、

外
部
委
託
化
す
る
予
定
で
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
委
託
し
や

す
い
業
務
を
対
象
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

「
専
門
定
型
業
務
（
専
門
性
は
高
い
け
れ
ど

も
定
型
的
な
処
理
を
繰
り
返
す
業
務
）
の
外

部
化
」
と
い
う
、
聖
域
を
設
け
な
い
難
し
い

日本公共サービス研究会
──概要と検討内容

◦日本公共サービス研究会は、自治体職員による任意の協議会。
◦幹事自治体の他、一般参加も可能で、入退会は自由。
◦事務局は足立区政策経営部政策経営課内に設置。
◦費用負担はなく、アンケート協力等をその都度、依頼する。
◦会合は、会則上の総会（全体会）と幹事会（現在はコア会議として運営）
◦総会には、総務省自治行政局行政経営支援室長が出席し、新たな行革手
法の構築を模索する取組として強い期待が寄せられた。また、基調講演
に立った東京大学の大森彌名誉教授、金井利之教授からは、自治体の
業務領域の改革に向けた先駆的な取組として高い評価を受けた。
◦幹事会は、現在、幹事自治体に限定せず、問題意識を共有し、参加し
やすい首都圏自治体を中心とする「コアメンバー会議（コア会議）」
に改編し、都内で随時、開催中。

◎下記３項目の推進を将来フレームに掲げている。
①自治体連携による公共サービスの担い手となるプラットフォームの創設
②プラットフォームへの職員派遣によるスキル移転と若年層雇用の創出
③教育・資格制度（例えば戸籍事務１級、国保業務２級）の創設

　現在、自治体は従来型の行革の限界を迎える中、歳入減による新たな
財源の確保、財政の硬直化、雇用問題、地域経済の衰退、地方分権への
対応、エネルギー対策、インフラ老朽化、社会保障費の増大、高齢者・
障がい者福祉、生活保護受給者増、少子化対策・子育て支援、若年雇用
問題──こういった数多くの課題を抱える中で、これらを対症療法では
なく、新たなグランドデザインを描いていくことが求められており、自
治体の業務領域を整理し見直す必要がある。
　研究会では、これまでのように専門性は高いものの定型的な処理を繰
り返す「専門定型業務」について、「民にできなかったことを民にでき
るようにする」外部化の推進に向けた手法の構築を行っている。

■自治体の業務領域 専門業務

非
定
型
的

定
型
的

公務員
③公権力の行使

④専門定型業務

公務員
①企画立案業務

②専門非定型業務

※指揮命令が必要

⑤単純非定型業務

非常勤・臨時職員

⑥単純定型業務

民間企業

単純業務

こ
の
領
域
の
改
革
が

課
題
と
な
っ
て
い
る

④専門定型業務
■戸籍事務　　　　　■設計・積算・検査
■国民健康保険事務　■調査統計
■介護保険事務　　　■地籍調査
■税関連補助業務　　■行政委員会事務局
■会計管理業務　　　■窓口業務　など

①企画立案業務
○予算編成　　○国保・介護保険料設定
○企画立案　　○手数料等設定
○産業振興　　○人事　など

⑤単純非定型業務
○福祉サービス　　○受付・電話応対
○保育所　　　　　○物品調達　など

③公権力の行使
○滞納処分　　　　　○公の施設目的外
○生活保護支給決定　　使用許可　など
○各種審査・決定

⑥単純定型業務
○給食調理　　　　　○廃棄物処理
○公共施設維持管理　○公用車運転　など
○道路管理

【
用
語
説
明
】

※１　指定管理者制度
　それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会
社をはじめとした営利企業・財団法人・ＮＰＯ法人・市民グループなど法人その他の団体
に包括的に代行させることができる制度

※２　プロポーザル選定
　公募又は指名により複数の者（受託希望者）からその目的に合致した企画を提案しても
らい、その中から企画・提案能力のある者を選定する方式

住基カードがあれ
ば全国のコンビニ
エンスストアで各
種証明書が取得で
きる便利なサービ
スも始まった

②専門非定型業務
○観光振興　　　　　○消費者行政
○自然保護　　　　　○施設修繕更新計画
○電算システム構想　○広報・広聴　など

墨
田
区

中
野
区

品
川
区

文
京
区

千
代
田
区

江
東
区

杉
並
区

目
黒
区

台
東
区

中
央
区

足
立
区

豊
島
区
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の
行
革
研
究
会

「
日
本
公
共
サ
ー

ビ
ス
研
究
会
」
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
自
治
体
の
業
務

領
域
を
見
直
す
に

は
、
足
立
区
単
独
で
は
突
破
で
き
な
い
課
題

も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
問
題
意
識
を
共
有

す
る
自
治
体
に
参
加
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
全

国
１
５
３
の
自
治
体
の
賛
同
を
受
け
発
足
し

ま
し
た
。

　
平
成
24
年
10
月
に
は
参
加
自
治
体
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
。
専
門
定
型
業
務
の
う
ち
、

戸
籍
等
住
民
窓
口
、
国
民
健
康
保
険
、
税
務

補
助
、
会
計
管
理
等
の
各
業
務
に
対
す
る
具

体
的
な
外
部
化
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
と
と
も

が
ス
キ
ル
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
外
部
化
が
展

開
し
や
す
い
領
域
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で

す
。
こ
れ
ら
は
研
究
会
に
参
加
す
る
自
治
体

の
多
く
が
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
分
野
で

も
あ
り
ま
す
。

　
専
門
定
型
業
務
の
包
括
的
な
外
部
化
導
入

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
聖
域
と
さ
れ
削
減
で

き
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
領
域
に
お
け
る
人

件
費
等
の
固
定
費
を
抑
制
す
る
と
い
う
財
政

面
で
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
委
託
先
の
民
間
事
業
者
の
創
意
工

夫
や
ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
り
、
多
様
な
手
続
き
を

ひ
と
つ
の
窓
口
で
対
応
し
た
り
、
窓
口
の
混

雑
状
況
や
事
務
処
理
の
繁
閑
期
に
応
じ
た
柔

軟
な
人
員
配
置
や
高
い
接
客
水
準
、
区
民
の

待
ち
時
間
短
縮
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
向
上
も

期
待
で
き
ま
す
。

　
一
方
、
職
員
は
本
来
行
う
べ
き
審
査
・
判

断
事
務
や
各
種
調
整
業
務
に
注
力
す
る
こ
と

で
、
よ
り
政
策
的
・
戦
略
的
な
行
政
運
営
を

推
進
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
足
立
区
ほ
ど
の
人
口
規
模
で
国

保
業
務
全
般
を
受
託
し
た
実
績
の
あ
る
企
業

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
個
人
情
報
の
保
護
や
、
受
託
者
の
業
務

の
継
続
性
の
確
保
、
職
員
側
の
体
制
に
支
障

が
生
じ
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
も
否
定
で
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
受
託
後
に
委
託
内
容
を

確
実
に
実
施
で
き
る
の
か
、
個
人
情
報
の
保

護
に
つ
い
て
、
万
全
の
対
策
が
と
れ
る
事
業

者
か
ど
う
か
な
ど
を
見
極
め
る
プ※

２

ロ
ポ
ー
ザ

ル
選
定
に
は
、
万
全
を
期
し
て
臨
み
ま
す
。

　
ま
た
、
外
部
化
に
先
立
っ
て
詳
細
な
運
用

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
を
行
う
こ
と
で
、
業
務

を
可
視
化
し
事
業
の
継
続
性
を
担
保
し
て
い

き
ま
す
。
委
託
す
る
際
、
職
員
に
は
幅
広
い

業
務
知
識
と
法
令
に
基
づ
い
た
事
務
の
執
行

が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
、

人
事
異
動
や
人
材
活
用
の
方
法
に
つ
い
て
見

直
し
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
専
門
定
型
業
務
の
外
部
化
展
開
に
向
け
て
、

研
究
会
に
て
進
捗
状
況
を
報
告
し
つ
つ
、
平

成
25
年
１
月
か
ら
７
月
頃
ま
で
国
保
業
務
全

般
を
対
象
に
し
た
業
務
分
析
を
行
い
、
そ
れ

を
も
と
に
８
月
に
情
報
提
供
依
頼
（
Ｒ
Ｆ

Ｉ
）
を
実
施
、
す
で
に
６
社
か
ら
提
案
を
得

て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
選
定
の
実
施
に
向
け
外
部
化
の
委
託
範
囲

に
つ
い
て
絞
り
込
み
、
提
案
募
集
要
件
の
準

備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
中
に
業
者
選
定
を
行
い
、
平
成
26

年
度
か
ら
準
備
委
託
、
平
成
27
年
度
か
ら
段

階
的
な
委
託
開
始
の
予
定
で
す
。

　
業
務
委
託
に
お
け
る
委
託
先
職
員
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
を
確
実
な
も
の
と
す
る
資
格
制
度

は
、
今
後
も
日
本
公
共
サ
ー
ビ
ス
研
究
会
の

中
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

に
、
改
め
て
「
公
権
力
の
行
使
」

の
捉
え
方
や
自
治
体
間
で
異
な
る

外
部
化
範
囲
を
精
査
す
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
広
範
囲
の
専
門
定
型
業
務

を
外
部
化
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
研
究
会
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー

に
よ
り
運
営
さ
れ
る
コ
ア
会
議
や
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
第
２
回
総

会
（
平
成
25
年
７
月
開
催
）
で
は
、

業
務
の
外
部
化
導
入
に
必
要
な
業

務
分
析
や
検
証
結
果
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
情
報
を
共
有
し

て
い
ま
す
。

　
足
立
区
で
は
、
研
究
会
で
の
業
務
分
析
フ

ィ
ー
ル
ド
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
研
究
会

を
通
じ
て
共
有
さ
れ
た
民
間
事
業
者
か
ら
の

提
案
や
他
の
自
治
体
の
取
組
状
況
等
を
、
区

民
サ
ー
ビ
ス
に
速
や
か
に
還
元
で
き
る
よ
う

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
専
門
定
型
業
務
の
外
部
化
」の

実
施
に
向
け
て

「
専
門
定
型
業
務
の
外
部
化
」
に
あ
た
り
、

ま
ず
、
国
民
健
康
保
険
業
務
と
会
計
管
理
業

務
か
ら
実
施
す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

特
に
国
民
健
康
保
険
は
非
常
に
広
範
な
事
業

領
域
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
会
計
管

理
業
務
は
公
権
力
の
行
使
が
な
く
、
事
業
者

（左）日本公共サー
ビス研究会発足時の
様子。国民健康保険
業務、会計管理業務
は外部化によってさ
らなる効率化、区民
サービス向上を目指
していく（左下）（下）
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区
が
考
え
る
今
後
の
展
望

　
区
で
は
、
さ
ら
に
今
後
ど
う
い
っ
た
業
務

に
外
部
化
を
広
げ
て
い
く
べ
き
か
、
コ
ス
ト

削
減
で
得
た
財
源
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て

い
く
か
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
と
会
計
管
理
に
続
く
領
域

と
し
て
、
課
税
や
介
護
保
険
等
の
業
務
を
対

象
に
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
国
が
提
唱
す
る

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も

一
旦
受
け
止
め
た
上
で
外
部
化
を
模
索
す
る

の
で
は
な
く
、
検
討
段
階
か
ら
民
間
の
視
点

を
加
え
、
効
率
的
な
運
営
が
で
き
な
い
か
に

つ
い
て
も
検
討
中
で
す
。

　
区
で
は
今
後
も
、
時
代
の
変
化
や

行
政
環
境
に
応
じ
て
随
時
範
囲
を
見

直
し
つ
つ
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
領
域

に
聖
域
を
設
け
ず
改
革
を
推
進
し
て

い
く
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
コ
ス
ト
削
減
分
を
新
た
に

発
生
し
た
行
政
需
要
に
投
入
し
て
い

く
こ
と
も
重
要
で
す
。
特
に
区
民
の

自
己
責
任
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い

問
題
（
防
災
や
減
災
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
自
殺
や
ゴ
ミ
屋
敷
、
老
朽
家

屋
、
高
齢
者
の
孤
独
死
等
に
象
徴
さ

れ
る
社
会
問
題
な
ど
）、
地
域
力
の

低
下
、
地
域
の
絆
の
希
薄
化
が
も
た

ら
す
諸
課
題
、
区
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク

的
課
題
（
貧
困
の
連
鎖
・
治
安
・
学

力
・
健
康
寿
命
）
の
解
決
に
投
入
し
、

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
現
在
の
区
政
は
、
変
化
す
る
社
会

構
造
や
新
た
な
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対

応
す
べ
き
大
き
な
岐
路
に
立
っ
て
い

ま
す
。「
専
門
定
型
業
務
の
外
部
化
」

を
突
破
口
と
す
る
区
政
改
革
を
進
め

る
中
で
、
新
た
な
時
代
の
区
民
サ
ー

ビ
ス
の
あ
り
方
を
模
索
し
実
現
す
る

こ
と
で
、
持
続
可
能
な
「
確
か
な
明

日
」
に
、
区
民
の
安
心
と
希
望
を
つ

な
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

糖尿病対策に重点を置き健康寿命を延伸

　足立区では、貧困の連鎖・治安・学力・健康寿命を区の
ボトルネック的課題と位置づけ、その抜本的な解決を図る
ことに全力を挙げている。
　今年９月の区報の表紙記事には目を引くような写真と「足
立区民の健康寿命は都平均より約２歳短い」という衝撃的
な見出しとともに、糖尿病予防について生活習慣のあり方

や食事についての記事を
掲載した。この内容に区
民からもさまざまな問い
合わせがあり、「区の現
状を知ることができて良
かった」といった意見も
多く聞かれた。
　足立区は、平成24年
５月の国民健康保険の医
療費（歯科・調剤除く）
で糖尿病治療に関する割
合が23区中一番高く、
これを改善し減少させる
ために糖尿病対策を区民
に呼び掛けている。その
ような中で、糖尿病対策
の基本戦略と個別の事業
を取りまとめた「糖尿病

対策アクションプラン」に
基づき、①野菜を食べる環
境づくり、②子ども・家庭
の生活習慣づくり、③重症
化予防対策という３つの柱
ごとにさまざまな事業を展
開していく。
　そして、事業を進める上
では、区民にわかりやすく、かつ日常生活の中で負担を感
じずに実行できる“一点突破”のスローガンを定め、庁内
関係各課や民間企業との連携の中で、確かな定着を目指す
ことが重要であると考えている。
　例えば、「野菜を食べる　野菜から食べる」取組として、
現在、区ホームページ内のツイッター・フェイスブック等
で野菜を使ったおすすめレシピや飲食店の紹介、Ａメール
（区政情報の発信を希望した区民の方が登録している携帯電
話・ＰＣ宛に情報発信する）による健康情報の紹介等を行
っている。さらに今後は、食前にサラダを提供する料理店・
野菜たっぷりメニューの料理店・野菜（惣菜）販売店等に
『ベジタベライフ協力店（仮称）』として登録してもらい、
『あだち　ベジタベライフ　〜そうだ、野菜を食べよう〜』
のロゴマークの掲示をお願いし、全区的に展開していく予
定である。こうした働きかけで、医療費や介護需要の削減・
健康寿命の延伸・健康格差の縮小につなげようとしている。

『あだち　ベジタベライフ　〜そうだ、
野菜を食べよう〜』のロゴマーク

あだち広報９月10日号では、表紙、見開き、
終面を使って糖尿病の特集が組まれた。

行政コストの圧縮を図る一方で、
地域社会が抱える新たな課題に
人員や予算を振り分けられる
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